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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本建設機械施工協会（JCMA）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出が

あり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 A 8341-4：2025 
 (ISO 19014-4：2020) 

土工機械－機能安全－ 
第 4 部：制御システムの安全関連部のための 
ソフトウェア及びデータ伝送の設計及び評価 

Earth-moving machinery-Functional safety- 
Part 4: Design and evaluation of software and data transmission for  

safety-related parts of the control system 
 

序文 

この規格は，2020 年に第 1 版として発行された ISO 19014-4 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格の誤りを訂正した事項，技術的差異の

生じない範囲で情報を更新・補足した事項，又は参考事項である。 

この規格は，土工機械での機能安全に使用される電気，電子及びプログラマブル電子部品［電気・電子・

プログラマブル電子システム（E/E/PES）］の任意の組合せを含む装置を扱う。 

機械類の分野の安全性規格群の規格体系は，次のとおりである。 

タイプ A 規格（基本安全規格）は，全ての機械類に対して適用できる基本概念で，設計原則及び一般的

側面を規定する規格である。 

タイプ B 規格（グループ安全規格）は，広範囲の機械類にわたって，一つ以上の安全側面，又は一つ以

上の安全防護装置を扱う規格である。 

－ タイプ B1－特定の安全側面（例えば，安全距離，表面温度，騒音）に関する規格 

－ タイプ B2－安全防護装置（例えば，両手操作の制御装置，インターロック装置，圧力検知装置，ガー

ド）に関する規格 

タイプ C 規格（個別機械安全規格）は，特定の機械又は機械群に対する詳細な安全要求事項を規定する

規格である。 

この規格は，JIS B 9700 に記載されているタイプ C 規格である。 

この規格は，機械類の安全性に関わる市場参加者を代表する次の利害関係者に，特に関係する。 

－ 機械製造業者（小企業，中企業及び大企業） 

－ 健康及び安全に関わる機関（規制当局，災害防止機関，市場調査機関など） 

次の者は，上記の利害関係者が提供する文書手段で達成される機械安全レベルによって影響を受ける可


